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１　施策の目的と指標
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2　指標等の推移

※【評価】　○；目標達成　△；目標をほぼ達成（－5％）　×；目標を未達成

施策マネジメントシート（令和5年度目標達成度評価）

目標値

実績値

D

成り行き値

リサイクル意識は向上していますが、新聞や雑誌、段
ボールなどは、ごみでは無く有価物として民間が設置
する無料・有料の回収所へ出す市民が増えたことが
影響していると考えられます。
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背景として考えられること評価

○

×

ごみの分別や生ごみ削減に取り組まれる市民の増加
で燃えるごみ量が減少しています。また、有価物は民
間の回収所に出される分が増加していると思われ資
源ごみの総量も減少しています。

リサイクル意識は向上していますが、新型コロナウイ
ルスの影響が薄れ外食の機会が増えたこと及び事業
所の増加に伴い、市内で働く人が増えていることなど
の影響で排出量は概ね増加傾向です。
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廃棄物の抑制とリサイクルの推進

・廃棄物を減らす
・資源としてリサイクルする

事務事業数



３　施策の特性・状況変化・住民意見等
①施策の基本方針

施策マネジメントシート（令和5年度目標達成度評価） シート２ 施策21：廃棄物の抑制とリサイクルの推進

・循環型社会の構築を図り、ごみ減量に向けた資源リサイクルを促進します。

②協働によるまちづくりの具体策（施策における市民と行政の役割分担）

B

一事業所当たりの排出量の成り行き値は、事業所数の増や廃棄物の排出量を考慮して、令和５年度の成り行
き値を4,200㎏に設定しました。目標値は、廃棄物搬入検査や分別の徹底、資源化の推進等によりさらなるご
みの減量化に取り組むことで、令和５年度の目標値を4,075㎏に設定しました。

・市民は、マイバッグ等を利用し、レジ袋の削減に協力します。
・市民、事業所は、3R（リデュース：ごみの発生抑制、リユース：再使用、リサイクル：ごみの再生利用）及びリフュー
ズ（拒否）などを実行し、廃棄物の発生を抑制します。
・市民、事業所は、ごみの分別をさらに徹底し、併せてごみの減量化を促進します。
・市民、事業所は、ごみ出しルールを遵守します。
・市民、地域、団体は、資源物のリサイクルに協力します。

行政の役割（市がやるべきこと）
・市は、ごみ減量のためにごみの量の「見える化」を行い、市民に啓発します。
・市は、ごみ出しルールやごみ減量方法等の周知・啓発を行います。
・市は、計画的に廃棄物を収集し、廃棄物の適正処理（資源のリサイクル等）を行います。
・市は、マイバッグ等の利用を促します。

※成果指標の目標値設定とその根拠

A

人口増に伴い廃棄物の量の増加は見込まれるが、市民の減量化への取り組みの意識が向上しているため、
一人当たりの廃棄物の量(年)の成り行き値は、令和５年度の成り行き値を平成３０ 年度水準とほぼ同等の
195.5kg に設定しました。目標値は、エコまつりや資源物集団回収及び生ごみ処理機器の普及啓発等により
減量化が図られるとして、令和５年度193.5kg に設定しました。

市民（事業所、地域、団体）の役割

C

一人当たりのリサイクルした資源の率は、再生資源集団回収団体の回収量と環境美化センターへの資源物回
収量の合計が廃棄物の総量に占める割合で出しました。再生資源集団回収団体の回収量の減少に伴い、令
和５年の成り行き値を14.6％ に設定しました。目標値は、市民に対して積極的な取り組みによる分別回収の
徹底と再生資源保管所等整備により微増していくものと考え、令和５年度の目標値を16.5％ に設定しました。



③施策の現状（第２期計画策定当初）と今後の状況変化

④この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

４　施策の評価
①施策の振り返り（施策の方針、経営方針の達成度等）

・コロナ禍の影響が収束し、社会経済の回復に伴い、家庭内におけるごみの量は減少していますが、一方で飲食店な
どの外食利用が増加していますが、リサイクルの意識が少しずつ浸透し、ゴミの減量化に繋がっています。
・ごみ出しのマナーが守られていないことがあります。
・資源物回収団体活動回数及び回収量が減少傾向にありますが、民間事業者による有価物としての資源物回収が進
んでおり、ごみ総量の減少に繋がっています。
・ポイ捨て、不法投棄が依然として無くなりませんので、パトロールと啓発を継続する必要があります。

（令和5年度（令和4年度振り返り）の施策評価における議会意見）
・地区のリサイクル推進事業は高齢化に伴い限界が見えてきた。リサイクル業者を誘致すること。
・不法投棄禁止の啓発を行うこと。
・各事業所から排出されるごみは市商工会等と密接に連携し削減に努めること。

（令和5年度（令和4年度振り返り）の施策評価における総合政策審議会意見）
・ごみ減量化、資源化への啓発を強化し意識向上を図ること。

※　経営方針からの振り返り、貢献度評価の上位の事務事業を記載
（1）令和5年度経営方針からの振り返りは以下のとおりです。

①「市民や事業者に対し、ごみの減量化と違反ごみ撲滅の周知・啓発を行います。」につきましては、広報こうしや市
ホームページ、出前講座や子ども会総会などの活用して、ごみ減量化やリサイクルへの取り組みを啓発しました。また、
事業者に対しては、菊池広域連合クリーンの森合志における月に一度の抜き打ち検査（展開検査）を実施し、分別が
出来ていない事業者のゴミ減量化と違反ゴミの撲滅に向けた指導を行いました。

②「資源物回収団体や各種団体による資源物回収が市のごみ処分費削減に直結していることを周知し、集団回収の
活動を広げていただくよう促します。また、新たな団体が参加しやすいような取り組みを検討します。」につきましては、
行政区長等や子ども会長等の会議に参加し、既に活動中の団体にはさらなる活動の促進を、まだ取り組みをしてない
ところには、新たに活動団体を作るよう依頼しました。

③「環境美化推進員と連携し、市民のごみ出しルールへの理解を深め、ごみの減量化やリサイクルの推進に努めま
す。」につきましては、年に２回の会議での周知・啓発と日々の推進員からの相談に寄り添った活動支援に努めました。
　
④「菊池広域連合関係市町において、ごみ袋の料金改定の協議を引き続き行います。」については、構成担当者会議
において協議を行いましたが、合志市以外の３市町は改定の必要性も予定もないとのことで、構成市町が料金を合わ
せる必要はないとの結論に至りました。

（２）事務事業貢献度評価の結果では、令和5年度施策の成果を向上させるために最も貢献した事務事業として、再生
資源集団回収助成事業、生ごみ処理機器設置補助事業があげられました。

施策マネジメントシート（令和5年度目標達成度評価） 施策21：廃棄物の抑制とリサイクルの推進シート３



②施策の課題（令和5年度の施策の振り返りから見る課題）

５　施策の令和5年度結果に対する審査結果
①政策推進本部での指摘事項（施策目標達成度評価結果報告を受けて令和6年7月23日）

②総合政策審議会での指摘事項（令和6年8月2日、8月8日のまとめ）

③議会の行政評価における指摘事項（令和6年9月13日）

６　次年度に向けた取り組み方針
〇政策推進本部　令和7年度合志市経営方針（令和6年10月1日）

・家庭ごみの分別と減量化に理解を深めてもらうよう、外国人を含む市民への継続的な周知・啓発に努めること。
・ごみ出し時間の遵守などのルールについても引き続き周知・啓発を行うこと。
・ごみの再資源化や食品ロス削減の意識向上につながる取り組みを強化すること。
・ごみ袋料金の改定について、引き続き将来の料金改定を見据えて検討すること。

・不法投棄をさせない環境づくりを行うこと。
・ごみ出しルールの周知啓発方法を再検討すること。

・外国人も含め、ごみ出しマナーの徹底を図ること。
・資源物回収団体への補助金単価の増を検討すること。
・資源物の持ち去り対策として、必要な箇所に防犯灯・防犯カメラの設置に努めること。
・空き缶持ち去りの徹底した取り締まりを行うこと。

① 外国人を含めた市民及び事業所に対し、ごみ減量化に向けた分別の徹底と違反ごみの撲滅に向けた周知・啓
発に努めます。
② ごみの削減とリサイクル促進のため、引き続き、資源物の集団回収の活動を支援します。
③民間施設の有価物回収所もごみ処理経費の削減とリサイクル意識の醸成に繋がることから、民間施設との連携
について研究を行います。
④ごみ袋料金の見直しについて、引き続き、将来に向けた検討を行います。

施策21：廃棄物の抑制とリサイクルの推進施策マネジメントシート（令和5年度目標達成度評価） シート４

・各種取り組みによる効果で、市民に対するごみの量は、ここ数年は減少傾向にあるが、事業者のごみの量は増
加しているので、ごみ減量化に向けた分別の徹底と生ごみ３きり運動（使いきり、食べきり、水きり）の浸透に向けた
啓発を引き続き行うこと。
・リサイクル意識の醸成とごみ減量化のためにも、資源物回収団体を増やす取り組みを継続していくこと。
・環境美化推進委員と連携し、外国人へのごみ出しルールの周知・啓発をさらに徹底すること。
・ごみ袋料金の改定については、菊池広域連合構成市町では統一しないという結論に至ったが、受益者負担の観
点から、引き続き将来の料金改定を見据えて検討すること。


